
件 名 
緊急事態宣言期間中における夏季休業期間終了後の県立学校の 

対応について 

提 出 理 由 
 緊急事態宣言期間中における夏季休業期間終了後の県立学校の 

対応について、別紙のとおり報告します。 

概 要 

 

１ 県立学校における感染状況 

 

 

２ 県立学校での対応 

 

 

３ 各家庭への要請 

 

 

４ 市町村教育委員会への要請 

（総務課） 
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緊急事態宣言期間中における夏季休業期間終了後の県立学校の対応について 

 

 

１ 県立学校における感染状況（速報値） 

 
7/5 ～

7/11 

7/12 ～

7/18 

7/19 ～

7/25 

7/26 ～

8/1 

8/2 ～

8/8 

8/9 ～

8/15 

8/16 ～

8/22 

生 徒（人） ９ ２６ ３１ １０８ １５６ １６２ ２２１ 

教職員（人） ２ １ ２ ４ １４ １１ １３ 

学 校（校） １０ １９ ２２ ６５ ８４ ７７ ９７ 

 

 

２ 県立学校での対応 

（１）基本的な感染防止対策 

   ア 検温・健康観察の徹底 

     ・本人または家庭内に体調不良者がいる場合は登校させない 

   イ 手洗い・マスクの正しい着用及び換気の徹底 

     ・不織布マスクの効果の周知 

   ウ 食事中の会話禁止 

   エ 登下校の直行・直帰の徹底 

（２）授業における感染防止対策 

   ア 時差通学・短縮授業の実施 

     ・原則として始業時刻の繰り下げ及び短縮授業を実施 

   イ 分散登校とオンライン学習の併用 

     ・教室内の間隔は可能な限り２ｍ（２０名／室を基本） 

   ウ 感染リスクの高い活動の禁止 

     ・近距離で行う合唱、管楽器演奏 

     ・調理実習 

     ・密集する運動、近距離で組み合ったり接触したりする運動 など 

（３）部活動、学校行事における感染防止対策 

   ア 部活動   平日のみ２回／週、９０分以内、校外活動禁止 

          （公式大会・コンクール等に出場する場合を除く） 

   イ 泊を伴う修学旅行等   延期又は中止 

   ウ 県境を越える遠足等   延期又は中止 

   エ 文化祭・体育祭等    児童生徒・教職員のみで実施 
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（４）陽性者発生時の拡大防止対策 

   感染管理認定看護師による早期支援要請（ｅＭＡＴ） 

 

 

 ※ 特別支援学校については、児童生徒の障害の状況、地域の感染状況等を 

  踏まえ対応 

 

 

３ 各家庭への要請 

  生徒及び同居家族に発熱等の風邪症状がみられる場合は、登校させずに自宅 

 での休養を。 

 

 

４ 市町村教育委員会への要請 

  県立学校の対応を踏まえ、各地域の感染状況等も考慮した上で適切な対応を。 
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